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問合せ

生野区役所では、地域資源を有効活用していくために、 
akippa株式会社・株式会社スペースマーケットと
事業連携に関する協定を締結しています。

空いてる駐車場を
有効活用したい！

◆akippaとは

◆簡単ステップで登録が可能！ スペース
マーケットへの
登録はコチラ▶

◆akippaへの登録は誰でも簡単に！

「民泊」「フリマ」「カーシェア」「クラウドファンディング」っ
て聞いたことありませんか？実は、これらも「シェアリング
エコノミー」のひとつなんです！シェアリングエコノミーと
は、活用可能な資産（場所・モノ・スキル等）と、それを使
いたい個人等を結びつけるサービスのことです。

パソコン・スマホから登録フォームに、駐車場の住所や写真などの情報を登録する
だけで、簡単に駐車場経営をスタートできます。

https://www.spacemarket.com/
pages/host/space-entry/

登録フォームから
住所・写真等を登録するだけ

akippaへの
登録は
コチラ▶▶▶

シェアエコ （シェアリングエコノミー）とは？

1.空いているときだけ駐車場を収益化 ２.初期費用、月額費用はすべて無料
ここがスゴイ！！

ここがスゴイ！！

こんなスペースでも導入できます！

akippaは駐車場の予約サービスです。とめたいときは貸してもらう。
使わないときは、貸してあげる。駐車場の貸し借りで「もったいない」をなくします。

◆スペースマーケットとは
「スペースを借りたい人」と「スペースを貸したい人」をオンラインでマッチングするサービ
スです。撮影・パーティー・リモートワーク・会議など様々な利用目的での提供が可能です。

毎日・平日のみ・土日祝のみの貸出ＯＫ／外出中や
出勤中の時間だけでもＯＫ／バイク車室１台分～
ＯＫ／保有している軒先や余った土地だけでもＯＫ

akippaへの貸出登録には、お金は一切
かかりません。初期投資ゼロで、何も生
まなかった場所を収益化できます。

１. マッチング手数料以外の費用は完全無料 ２. 安全・安心に運営できる
登録時にかかる初期費用や月額費用はゼ
ロ。 実際に貸し出し利用があった場合のみ、
売上に対する手数料を30％（宿泊は
10％）いただきます。売上の振込手数料、
決済手数料はスペースマーケットが負担。

３. 日本全国に22,000件のスペースの掲載数
スペースマーケットは、様々な目的のユーザーが利用しており集客力も強みです。

ゲストの本人確認を必須にできるなど、トラブ
ル回避の仕組みも充実。トラブル時には手厚い
保険制度（保険料もスペースマーケットが負担）
やトラブルの解決をサポー トするODR（簡易和
解あっせん手続き）サービスも利用できます。

３.機器設置不要なので手間いらず ４.ユーザーの対応はakippaが実施
機器の設置は不要。現状のままで貸し出
しできます。

貸主は原則として、予約者との直接のや
りとりは必要ありません。ユーザーとの
やりとりはakippaにおまかせください。

駐車料金
駐車場を借りたい人

借りる 貸す

料金（税込）
の約50% 駐車場を貸したい人

 パーティーや会議、
撮影に使う場所を
借りたい！

自分の持つ
空きスペースを
有効活用したい！
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⑥スペースの利用／提供

②検索

③予約

④決済※
¥

利用料＋手数料

①掲載

⑤予約確認

⑦支払い
¥

利用料－手数料

※予約後にクレジットカードの利用枠が確保され、予約承認後に決済が行われます。その他、決済手段も存在します。

車やバイク１台分のスペースでも登
録が可能です。貸し出しすることで、
収入が得られます。

所有する古民家などの
スペースを
利用してもらうことで、
収入が得られます！

・ホームパーティー
・誕生日会
・撮影会など

ちょっとした
空き時間だけでも
貸出しをすることが
できます！

・定休日
・営業時間外など

所有の月極駐車場の使っていないス
ペースを、次の使用方法が決まるま
で貸し出しすることができます。

空き家の利活用改修費用を一部補助する制度があります！ くわしくは　　　まで。 （令和4年度：12月15日（木）締切）問合せ

空いてるスペースを
有効活用したい！

https://www.akippa.
com/owner

登録用アドレス

登録用アドレス

生野区の古民家をレンタルスペースに転換
～定休日だけの貸し出しも可能です～

2022年（令和4年）12月号

12月3日～9日は「障がい者週間」です。
障がい者福祉についての理解を深めていただき、障がいのある方が安心して生活できるよう助け合うとともに、障がいのある方が積極的に社会参加できるよう障がい者週間の取組を行います。

保健福祉課 2階21番 ☎06-6715-9857問合せ


